
0022

協
議
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。
河

辺
町
と
雄
和
町
の
協
議
会
委
員
か
ら
は
、

両
町
独
自
の
文
化
や
従
来
の
ま
ち
づ
く

り
方
針
な
ど
を
尊
重
し
て
ほ
し
い
と
い

う
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
一
月
十
一
日
と
す
る

秋
田
市
の
条
例
・
規
則
な
ど
を
適
用

す
るた

だ
し
、
各
種
事
務
事
業
の
調
整
を

踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
改
正
な
ど
を

行
う合

併
後
の
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
方
針
を
定
め
る
、
市
町
村
建
設
計
画

の
策
定
の
指
針
を
協
議
し
、
次
の
事
項

が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

▼
策
定
に
あ
た
り
、
秋
田
市
、
河
辺
町
、

雄
和
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
総
合
計
画
を

尊
重
す
る

▼
計
画
は
、
地
域
住
民
の
生
活
や
文
化

の
向
上
を
は
か
る
と
同
時
に
、
行
政

組
織
お
よ
び
行
財
政
運
営
の
効
率
化

を
は
か
る
こ
と
を
め
ざ
す

▼
合
併
後
に
実
施
す
る
事
業
は
、
そ
の

必
要
性
、
緊
急
性
、
優
先
性
、
有
効

性
、
地
域
性
な
ど
を
十
分
検
証
す
る

▼
地
方
交
付
税
、
国
庫
支
出
金
、
地
方

債
な
ど
の
依
存
財
源
を
適
正
に
見
積

も
り
、
健
全
財
政
を
堅
持
す
る
観
点

に
立
っ
た
財
政
計
画
に
基
づ
く
も
の

と
す
る

▼
ハ
ー
ド
事
業
に
と
ど
ま
ら
ず
、
適
切

な
ソ
フ
ト
事
業
の
推
進
に
も
配
慮
す

る
▼
計
画
の
名
称
は
、
地
域
の
将
来
像
を

示
す
も
の
と
し
て
、
親
し
み
や
す
い

名
称
と
す
る

▼
計
画
の
対
象
地
域

秋
田
市
、
河
辺
町
、
雄
和
町
の
全
域

▼
計
画
の
構
成

基
本
構
想
、
建
設
計
画
お
よ
び
財
政

計
画
を
中
心
と
し
て
構
成
す
る

▼
計
画
の
期
間

秋
田
市
総
合
計
画
お
よ
び
秋
田
市
総

合
都
市
計
画
の
計
画
期
間
と
の
整
合

を
は
か
る
た
め
、
合
併
の
期
日
か
ら

お
お
む
ね
十
一
年
間
と
し
、
前
期
六

年(

平
成
十
七
年
度
〜
二
十
二
年
度)

、

後
期
五
年(

平
成
二
十
三
年
度
〜
二
十

七
年
度)

と
す
る

合
併
に
あ
た
り
、
行
政
全
般
に
わ
た

っ
て
制
度
や
事
務
事
業
の
統
一
を
は
か

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
調
整
は

次
に
掲
げ
る
基
本
方
針
に
基
づ
く
こ
と

が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

▼
原
則
と
し
て
、
秋
田
市
の
制
度
に
統

一
す
る

▼
制
度
の
統
一
は
、
合
併
年
度
ま
た
は

合
併
翌
年
度
ま
で
に
行
う
こ
と
を
原

則
と
す
る

▼
制
度
の
統
一
に
あ
た
っ
て
は
、
住
民

生
活
に
急
激
な
変
化
を
お
よ
ぼ
す
こ

と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る

▼
河
辺
町
・
雄
和
町
独
自
の
制
度
に
つ

い
て
は
、
今
ま
で
の
経
緯
や
実
情
に

配
慮
し
て
調
整
す
る

▼
こ
れ
ま
で
の
河
辺
町
・
雄
和
町
に
お

け
る
住
民
と
の
公
約
、
国
・
県
そ
の

他
の
行
政
関
係
機
関
と
の
協
定
事
項

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
引
き
継

ぐ
も
の
と
す
る

▼
単
に
事
務
・
事
業
を
す
り
合
わ
せ
る

市
町
合
併
は
平
成
17
年
１
月
11
日

八
月
八
日
、
第
二
回
秋
田
市
・
河
辺
町
・

雄
和
町
法
定
合
併
協
議
会
が
開
か
れ
、
合
併

期
日
を
平
成
十
七
年
一
月
十
一
日
と
す
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
合
併
後
の
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
の

方
針
を
定
め
る
市
町
村
建
設
計
画
の
策
定
方

針
を
決
定
し
た
ほ
か
、
今
後
、
合
併
協
議
を

進
め
る
に
あ
た
っ
て
基
本
と
な
る
項
目
を
中

心
に
協
議
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

合
併
の
期
日

合
併
後
の
条
例
・
規
則

市
町
村
建
設
計
画
の

策
定
指
針

秋
田
市
の
行
政
制

度
・
事
務
事
業
に
統

計
画
策
定
の
指
針

計
画
の
内
容

８月８日の第２回秋田市・河辺町・雄和町法定合併協議会



▼
原
則
と
し
て
秋
田
市
の
電
算
シ
ス
テ

ム
に
統
合
し
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低

下
を
招
か
な
い
よ
う
、
合
併
時
に
稼

働
で
き
る
よ
う
調
整
す
る

▼
河
辺
町
お
よ
び
雄
和
町
の
定
数
内
の

職
員
は
、
す
べ
て
秋
田
市
の
職
員
と

し
て
引
き
継
ぐ

▼
職
員
の
任
免
、
給
与
そ
の
他
の
身
分

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
公
正
に
取

り
扱
う
も
の
と
し
、
詳
し
く
は
一
市

二
町
の
長
が
別
に
協
議
し
て
定
め
る

合
併
後
の
市
町
村
の
将
来
像
と
そ

の
実
現
に
向
け
た
施
策
を
盛
り
込
ん

だ
、
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画
の
役
割

を
果
た
す
も
の
で
す
。

市
町
村
建
設
計
画
は
、
合
併
協
議

会
で
の
慎
重
な
審
議
を
経
て
策
定
さ

れ
る
も
の
で
、
計
画
に
盛
り
込
む
べ

き
事
項
は
合
併
特
例
法
の
な
か
に
例

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
計
画
を
基
礎
と
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
財
政
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
こ
の

計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
事
業
に

は
、
合
併
特
例
債
な
ど
の
財
政
措
置

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

両
役
場
は
合
併
後
も
有
効
活
用
し
ま
す

窓口は明るい雰囲気。岩見三内地区
には役場支所もあります。

１階窓口は広々スペース。庁舎横に図書館
が隣接しています。大正寺地区には役場支
所もあります。

だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
機
会
に
、
費

用
対
効
果
や
効
率
性
、
受
益
と
負
担

の
適
正
化
と
い
っ
た
観
点
か
ら
見
直

し
に
努
め
る

▼
現
在
の
河
辺
町
役
場
お
よ
び
雄
和
町

役
場
は
、
出
先
機
関
と
す
る

▼
出
先
機
関
の
組
織
は
、
合
併
時
の
特

殊
事
情
を
踏
ま
え
、
住
民
生
活
に
急

激
な
変
化
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
の
な
い

よ
う
配
慮
し
、
段
階
的
に
再
編
、
見

直
し
を
は
か
る
。
ま
た
、
住
民
生
活

に
直
接
影
響
を
あ
た
え
な
い
管
理
部

門
は
早
期
に
統
合
す
る

▼
審
議
会
な
ど
附
属
機
関
は
、
各
種
事

務
事
業
の
調
整
協
議
の
内
容
を
踏
ま

え
、
必
要
な
措
置
を
行
う

電話(866)2785 ファクス(866)2795
市町合併ホームページ
http://www.city.akita.akita.jp/city/copr/

◆秋田市合併推進局

雄和町役場 河辺町役場

河
辺
・
雄
和
両
役
場
は

出
先
機
関
に

合
併
後
の
組
織
・
機
構

電
算
シ
ス
テ
ム

一
般
職
職
員
の
取
り
扱
い

■
市
町
村
建
設
計
画
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